
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１） 地域の災害リスク 

当町を取り巻いている山々に源を発する大小の谷川は、互いに合流しながらほとんどが北 

に向かって流れ下り、東の雉子尾川、西の内川の二大支流となって、台町付近で阿武隈川に

注いでいる。 

 いずれも川幅が狭く、豪雨による洪水の危険があるため、局部的ではあるが改修が行われ

てきたが、令和元年東日本台風では堤防の破堤、越水、氾濫等により住宅等に甚大な被害が

生じた。 

 

（洪水：ハザードマップ） 

当町では、「阿武隈川」、「内川」、「雉子尾川」が大雨（1000年に 1度程度の大雨）により

氾濫した場合、洪水が想定される前提総雨量をシュミレーションした結果、町内各所で 1ｍ

～3ｍを超える浸水が予想されている。 

   

河川名 前提総雨量 想定頻度 

阿武隈川 
３１６㎜ 

（2日間） 

１０００年に１度 

程度の大雨 
内川 

６２０㎜ 

（1日） 

雉子尾川 
７０４㎜ 

（1日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震：J-SHIS） 

  地震ハザードステーションの想定地震地図によると、当町に今後３０年間で震度６弱以上の地

震が発生する確率は２３％以上あるとされている。 

当町は、比較的安定した地盤に立地していることから、地震による被害は県内他地域より少なく

なっている。 

  最近の被害地震 

災害年月日 災害名 状況 被害状況 被害額 

H23.3.11 東日本大震災 午後 2時 46分に発

生した東日本大地震

はマグニチュード 

9.0（震度 7）という

超巨大地震であっ

た。 

全壊１戸 

半壊 38戸  

一部損壊 513 戸 

道路、下水道、

暗渠排水など 

3,240,088千円 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（その他） 

  ※令和元年東日本台風災害 

  当町では、令和元年１０月１２日から１３日にかけて、局地的に強烈な雨となり、丸森雨量計 

 で総雨量 427㎜、筆甫雨量計で 594 ㎜、大内雨量計では 612 ㎜であり、過去 50年以内では最も多

い降雨量だった。 

  土砂災害により、１２名が犠牲者となった。さらには道路や河川などの公共土木施設、農作物や

商工業等の被害額が４７０億円を超える等、町政史上最悪の惨事となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（感染症） 

 新型コロナウイルスや新型インフルエンザ感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、

全国的かつ急速な蔓延により、当町においても多くの町民の生命及び健康に重大な影響を与える恐

れがある。 

 

 



（２）商工業者の状況 

  当町の商工業者数・小規模事業者の推移（経済センサス、商工会実態調査より） 

 

業種 平成２４年 平成２８年 令和２年 

 商工業者数 （内 小規模

事業者数） 
商工業者数 （内  小規

模事業者数） 

商工業者数 （内  小規

模事業者数） 

建設業 １２６ １１８ １１３ ９７ １２７ １２２ 

製造業 ７４ ５３ ７５ ６８ ８５ ６９ 

卸小売業 １７４ １４５ １４１ １２６ ９０ ７５ 

飲食業・宿

泊業 
４４ ４０ ４０ ４０ ３０ ３０ 

サービス業 ９５ ８３ ８７ ８１ １１５ ９９ 

その他 １５ １４ １３ １２ ３ ２ 

合計 ５２８ ４５３ ４６９ ４６９ ４５０ ３９７ 

商工会員数 ３４４ ３４０ ３１４ 

 

（３） これまでの取り組み 

１）丸森町の取組 

・丸森町地域防災計画の策定 

・丸森町非常時優先業務計画の策定 

・防災訓練の実施 

・災害時における防災活動協力に関する協定書の締結 

・防災備品等の備蓄 

・丸森町防災マップを作成し全戸配付及びホームページ等で広く情報発信し、平時から災害

リスク等の情報提供及び注意喚起 

  ２）丸森町商工会の取組 

    ・事業者ＢⅭＰに関する国の施策の周知 

    ・県主催の事業者ＢⅭＰに関するセミナーの周知 

    ・大規模災害マニュアルの策定 

    ・災害対策の共済保険の加入推進 

・防災備品（発電機、懐中電灯、スコップ等）の備蓄 

 

Ⅱ 課題 

現状では、自然災害等による緊急時の取組について、地域商工業者の具体的な対応策や情報 

   の収集、支援について国及び宮城県の施策周知やＢⅭＰ策定支援事業の漠然的な記載にとど 

まり、緊急時の対応についても訓練が実施されていない。加えて、平時・緊急時の対応を指導

できる職員も存在しない。 

平常時から職員に対する災害時の役割などを踏まえた実践的な教育、訓練の実施などを通 

じて、この計画の習熟に努めるとともに、事業所、住民に対しても計画の周知を図り、災害に 

対して町全体の対応能力の向上を図っていく必要がある。 

 

Ⅲ 目標 

・地区内小規模事業者に対し、自然災害リスクを認識していただくとともに、事前対策の必 

要性を周知する。 

・発災時、非常時における連絡・情報共有体制を円滑に行うため、当町と当会との間におい 

て被害情報報告ルールを構築する。 

・発災後速やかな復興支援策が行えるよう、組織内における体制整備と、関係機関との連携 



 体制を平時から構築する。 

 

 ※その他 

  ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに宮城県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

   当会と当町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

＜１． 事前の対策＞ 

    ・当会における「大規模災害マニュアル」や当町における「丸森町地域防災計画」及び当町 

     と平成１１年８月に締結した「災害時における物資供給に関する協定書」について、本計

画との整合性を整理し、自然災害発災時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組め

るようにする。 

１）小規模事業者に対する災害リスクの周知 

     ・当会では、多発する自然災害や事故・病気など、日々の様々な経営リスクから企業を守

り事業継続を支援する。  

・事業所立地に応じた災害リスク及びその影響を軽減するための取組や制度についての

説明を巡回訪問時に実施する。  

・会報や広報、ホームページを活用し、国の施策や災害リスク対策の必要性等を周知する。  

・管内小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（簡易な計画も含む）の策定により実効性のあ 

る取組等の推進を実施する。  

・ＢＣＰに関する専門家（損害保険会社）による小規模事業者に対する普及啓発セミナー

等を実施する。 

 ・巡回指導はもちろん会員事業所へは隔月発行している会報で施策を紹介。会員事業所意 

外にも年１回発行している町内全戸配布版の会報で施策を紹介し、施策普及を行う。 

 

２）丸森町商工会の事業継続計画を作成 

・当会は平成２３年８月１日に大規模災害マニュアルを作成（詳細は別紙参照）。 

 

   ３）関係団体等との連携 

     ・宮城県商工会連合会に専門家の派遣を依頼し、小規模事業者等を対象にした普及啓発セ 

ミナーや損害保険の紹介等を実施する。 

     ・関係機関へ普及啓発ポスターの掲示やリーフレット等の備え付けを依頼する。 

     ・保険会社と連携し、共済・保険制度に係る説明及び契約並びに保険相談会を開催する。 

 

   ４）フォローアップ 

     ・地域内小規模事業者のＢＣＰ策定の取組状況を把握し、毎年度、策定の有無・内容等に 

ついてデータベース化するとともに、計画更新が的確に行われているかどうかフォロー 

アップを行う。 

 

   ５）当該計画にかかる訓練の実施 

     ・当町と当会の連絡体制の確認等を行う。訓練については必要に応じて実施する。 

 

＜２．発災後の対策＞ 

 災害発生時には、人命救助を第一として、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、応急対応 

方針の決定をはじめ、関係機関への連絡等の対策を進めることとする。 

 

 



１）応急対策の実施可否の確認 

 ・発災後速やかに携帯電話、メール、LINE で役職員の安否確認と被害状況、参集可能人数 

等の確認を行う。 

・当町と当会はそれぞれのマニュアルやＢＣＰに従い安否確認を実施する。 

  安否確認の際、①本人、家族の被災状況、②家屋や道路に関する大まかな被害状況、③出

勤できる状態かどうか、についても出来るだけ情報を集めることとする。 

 

２）応急対策の方針決定 

    ・当町と当会との間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

職員自身の目視で命の危険を感じる降雨状況の場合は、出勤をせず、職員自身がまず安全

確保をし、警報解除後に出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

 ・大まかな被害状況を確認し、２日以内に情報共有する。 

     

大規模な被害がある ・地区内１０％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れ

る」等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半 

壊」等、大きな被害が発生している。  

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、 

交通網が遮断されており、確認ができない。 

被害がある ・地区内１％程度の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」 

等、比較的軽微な被害が発生している。  

・地区内 0.1％程度の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半 

壊」等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない 

※なお、連絡が取れない区域については、大規模な被害が生じているものと考える 

 

   ・本計画により、当会と当町は以下の間隔で被害情報等を共有する。 

発災後～１週間 １日に１回共有する 

１週間～４週間 １週に１回共有する 

４週間～３ヶ月 １ケ月に１回共有する 

３ヶ月以降 ３ケ月に１回共有する 

 

・当町で取りまとめた「丸森町地域防災計画」を踏まえ、必要な情報の把握と発信を行うとと 

もに、交代勤務を導入する等体制維持に向けた対策を実施する。 

 

＜３．発災時における指示命令系統・連携体制＞ 

 ・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円滑に

行うことが出来る仕組みを構築する。 

 ・自然災害による二次被害を防止するため、被災地域での活動を行うことについて決める。 

 ・当会と当町は自然災害による被害状況の確認方法や被害額（合計、建物、設備、商品等） 

  の査定方法について、あらかじめ確認しておく。 

 ・当会と当町が共有した情報を当町より宮城県大河原地方振興事務所へ報告する。 

 ・感染症流行の場合、国や県等からの情報や方針に基づき、当会と当町が共有した情報を当町

より宮城県大河原地方振興事務所へ報告する。 

 ※ただし、急を要する場合については、県商工金融課又は東北経済産業局が直接情報収集する

場合がある。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜４．応急対応時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

 ・相談窓口の開設方法について、当町と相談する（当会は国の依頼を受けた場合は、特別相談

窓口を設置する）。 

 ・安全性が確認された場合において、相談窓口を設置する。 

 ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認するとともに、必要に応じて事業継続力強化

の取組状況や経営状況についても確認する。 

 ・応急時に有効な被害事業者施策（国や県、町等の施策）について、地区内小規模時事業者等

へ周知する。 

   ・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした

支援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

 ・宮城県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し支援を行う。 

 ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣 

 等を宮城県商工会連合会等に相談する。 

 

＜６．地域防災計画との連携（位置づけ等）＞ 

 ・丸森町地域防災計画に基づいて、物価安定や救助用物資、復旧資材の確保等について協力す

る。 

 ・平成１１年８月に締結した「災害時における物資供給に関する協定書」に基づき災害時応急

生活物資（食料品、飲料水、生活物資等）の確保に協力する。 

 ・当町の防災訓練に参加するなど、日頃から連携強化に努める。 

※その他 

 ・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに宮城県へ報告する。 

宮城県商工金融課 

宮城県大河原地方振興事務所 

丸森町 

東北経済産業局 

宮城県商工会連合会 

丸森町商工会 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和６年１２月現在） 

 

（１）実施体制 
 

 

 

 

 

                連携           確認 

 

               連絡調整          連携 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  経営指導員 大柳 秀暁 （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供および助言を行う。 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

①商工会 

  丸森町商工会 経営支援班 

  〒981-2155 宮城県伊具郡丸森町字山崎前 18 

  TEL：0224-72-1230 / FAX：0224-72-1937 

  E-mail：marumori_sci@office.miyagi-fsci.or.jp 

 

②関係市町村 

  丸森町商工観光課 

  〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋 120 

  TEL: 0224-87-7620 / FAX：0224-72-3041 

  E-mail：shokan@town.marumori.miyagi.jp 

 

 ※その他 

  ・上記の内容に変更が生じた場合は、速やかに宮城県へ報告する。 

 

丸森町商工会 事務局長 

丸森町商工会（本部） 

法定経営指導員 

丸森町商工会職員 

丸森町 

商工観光課 

丸森町総務課 

mailto:marumori_sci@office.miyagi-fsci.or.jp
TEL:0224-72-2111
mailto:shokan@town.marumori.miyagi.jp


（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

 

                          （単位 千円） 

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11年度 

必要な資金の額 720 720 720 720 720 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・パンフ、チラシ

作成費 

・パンフ、チラシ

郵送費 

・防災、感染対策 

 費 

200 

200 

150 

 

70 

 

100 

200 

200 

150 

 

70 

 

100 

200 

200 

150 

 

70 

 

100 

200 

200 

150 

 

70 

 

100 

200 

200 

150 

 

70 

 

100 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、丸森町補助金、手数料収入 等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 


